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剣道における外国人指導者の審判技術に関する意識調査

植田　史生 *     吉田　泰将 ** 

永田　直也 ***    福士　徳文 ***

A Survey Regarding the Awareness of Foreign Instructors towards Techniques Utilized in the 
Judging of Kendo

Fumio Ueda1）, Yasumasa Yoshida2）,
Naoya Nagata3）, Norifumi Fukushi3）

 During this study, a survey of awareness regarding judging technique by foreign kendo teachers （especially German 

kendoka） was conducted with the goal of collecting foundational data. The focus group naturally had to have judging 

experience, and from this data we attempted to ascertain what kind of instruction they personally received and what 

kind of process awareness they had. In order to determine what kind of characteristic patterns existed in the data, a chi-

squared test analysis was undertaken.

1． Survey participants said that the goal in kendo is the pursuit of internal personal growth. Simultaneously, many agreed 

that external judgements must be conducted by someone with a deep understanding of the technical elements of kendo.

2． Competition and tournaments are necessary in kendo as it is the location wherein one can confirm one’s own growth.

3． During tournaments judges are crucial, and similarly, correct judging is a necessity. Furthermore, most of those people 

who understand the fundamentals of tournaments and judging are able to judge with confidence. Those with experience 

in tournaments and with judging similarly understand these critical roles played by judges in such circumstances.

4．�During kendo judging, the results suggested a number of people with high experience levels are required. Additionally, 

that high level of required experience cannot be successfully utilized without the judge being an active kendo 

practitioner who continually polishes his or her skills.

5． In recent years, both the foreign kendo population and number of regional competitions have increased in Germany. 

The data is suggestive of a trend that has necessitated the learning of judgement skills even by low- ranking kendo 

practitioners from judges. Additionally, there is a trend that the longer the kendo history of a practitioner, the 

proportionally greater the amount of judging experience they tended to have. One cannot escape judging duties when 

abroad if one is experienced.

6． Most people learn how to judge by attending seminars designed to pass on such kendo- specific knowledge, and thus it 

can be assumed that such seminars are greatly helping the dissemination of judging knowledge. However, the increased 

accumulation of judging experience regarding match management, the identification of yukodatotsu standards and 

fouls, the flow of movement, and similar topics in both practice and actual matches remains critically important.
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緒　　言

　国際剣道連盟にもっとも加盟国数が多いヨーロッパで

は，アフリカ，中東の連盟も加盟し40の国と地域がヨー

ロッパ剣道連盟に加盟している。その中でも，フランス

4500人，イギリス，ドイツは3000人と剣道人口は増加の

傾向にある。昭和45（1970）年 4月 4日に国際剣道連盟

が結成され，翌日の 4月 5日に日本武道館において17の

国・地域が参加して第 1回世界選手権大会が，団体戦

（ 5人制）11チーム，個人戦は 4月10日大阪市立中央体

育館で128名（女性剣士 4名）が出場して行われた（剣

道日本2015p15）。平成27（2017）年 5月29日～31日の

3日間，日本武道館において第16回世界剣道選手権大会

が，56の国・地域から団体戦（ 5人制）男子52チーム，

女子34チーム，個人戦男子211名，女子154名で開催され

た（武道2015 ,7p145-157）。このことからも，第 1回開

催以来， 3年に 1度開催され57年間に世界各地で剣道が

普及され剣道人口の増加が見られている。 6， 7段の外

国人剣士の多くは直接来日し，技術面だけでなく審判技

術も習得している，しかし，外国人審判員のレベルの低

さは，たびたび指摘されることがある。特に有効打突の

判定や鍔迫り合いの判定等である。筆者は，ドイツに留

学経験があり，その後，毎年剣道の指導の為渡独し剣道

の普及に努めている，25年前に比較して，剣道人口は増

加し，有段者も増え剣士の技術的向上は眼を見張るもの

がある，そして，各都市で数多くの大会が開催されてい

るが，やはり有効打突（試合・審判規則第12条「有効打

突は，充実した気勢，適正な姿勢を持って，竹刀の打突

部で打突部位を刃筋正しく打突し，残心あるものとする」

全日本剣道連盟1995改正）の判定を含め審判技術の未熟

さは耳にすることが多い。特に有効打突の見極めは難し

い。そして， 5段までの剣士の多くは来日の経験が少な

く，現地での講習会のみで審判を行っているのが現実で

ある。今回の目的である外国人指導者の審判技術に関す

る調査では，おもに 5段以下を対象として調査を行い，

審判をするにあたり，どのような指導を受け，自身がど

のような考えを持っているのか，審判をするには何が必

要であるか，剣道の技能や審判技能の必要性等の設問に

対する回答から審判技術の実態を把握することは，審判

技術向上につながり，剣道の質の向上，正しい剣道の普

及に貢献すると思われる。そこで本研究は，ドイツ人剣

道家を中心に外国人指導者の審判技術に関する意識調査

を実施し基礎的資料を得ることを目的とした。

方　　法

1．対象者

　ドイツ，オーストリアで審判経験のある，おもに 5段

以下の剣道家47名である。対象者の年齢，性別，国籍，

剣道年数，現在の段位，現在，剣道の指導をしているか，

審判歴，審判実施回数，競技歴などをそれぞれ表 1（日

本語版），表 2（ドイツ語版）に示した。

2．倫理面への配慮

　本調査の参加者には，実施に先立ち，口頭・文書によ

り十分に事前説明を行い，同意した場合，同意書に署名

を得た。なお本調査は，慶應義塾研究倫理委員会の了承

を得て実施した。

3．調査期日

2015年 6月～ 9月に行った。

4．調査方法

　植原（2014）が作成した「剣道の国際的普及に関する

意識調査」を参考に作成した，「剣道における外国人指導

者の審判技術に関する意識調査」（表 1）を調査紙として

用いた。この調査紙は，ドイツ在住の日本人（剣道有段

者） 2名とドイツ人（剣道有段者） 1名にドイツ語の翻

訳を依頼し，翻訳された内容を再度検討し，ドイツ語版

（表 2）を作成し使用した。ドイツにおいて各クラブで

の指導後や合宿において，審判経験がある剣士を対象に

趣旨を説明し，その同意者に対して無記名にて行った。

5．分析方法および統計処理

　調査によって得られたデータは，カイ二乗検定により

行った。

結　　果

1．対象者について

　表 3から表11は，「調査対象者の属性」について得ら

れた回答結果を表したものである。

　表 3は，対象者の「年齢」を表している。度数は回答

者数を表し，残差は統計処理によって算出された値であ

る。この値が± 1，97を超えると回答に偏りがある事

を示している（表 3～表60）。χ2検定の結果，対象者

の年齢の偏りは有意であった（χ2（4）＝9.915, p＜.05）。

表 3に見られるように，30から39歳の年齢に属する対象

者が多かった。表 4は，対象者の「性別」を表している。

χ2検定の結果，対象者の性別の偏りは有意であった（χ2  

（4）＝17.894, p＜.01）。表 4に見られるように，男性の
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（4）＝19.277, p＜.01）。対象者には，競技会が必要と考え，

その競技会は自己の成長を確認するや他者との優劣を比

べるためにあると考えている人が多いことが示された。

　表17と表18は，「競技会における審判に対する設問（設

問 6・ 7）」の回答である。χ2検定の結果，設問 6・ 7

ともに回答の偏りが有意であった（設問 6：χ2（4）＝

41.191, p＜.01；設問 4：χ2（3）＝60.319, p＜.01；設問

7：χ2（3）＝42.957, p＜.01）。対象者には，競技会には

審判が必ず必要と考え，その判定は正しくなければなら

ないと考えている人が多いことが示された。

　表19から表23は，「審判規則，判定に関する設問（設

問 8～12）」の回答である。χ2検定の結果，設問 8か

ら12の回答の偏りが有意であった（設問 8：χ2（3）＝

60.319, p＜.01；設問 9：χ2（2）＝12.936, p＜.01；設問

10：χ2（2）＝18.553, p＜.01；設問11：χ2（4）＝15.872, 

p＜.01；設問12：χ2（4）＝19.277, p＜.01）。対象者に

は，審判規則を持ち，その内容を理解している人が多い。

また，判定は，自信を持って下せると答える人とどちら

とも言えないという人が多かったが，判定を補助するシ

ステムは必要と感じてはいないことが示された。

　表24から表28は，「審判の要件に関する設問（設問13～

17）」の回答である。χ2検定の結果，設問13，15から17

の回答の偏りが有意であった（設問13：χ2（4）＝16.936, p

＜.01；設問15：χ2（1）＝29.128, p＜.01；設問16：χ2（4）

＝26.085, p＜.01；設問17：χ2（3）＝23.178, p＜.01）。一

方，設問12の回答には偏りはみられなかった（χ2（3）＝

3.638, p＝.30）。対象者は，審判に対して高位な段位が必

要であると思う人とどちらともいえないと答えた人が多

かった。しかし，審判は高度な技能，技能に対する理解，

審判としての高度な技能が必要だと考え，継続的な研鑽

をしたものが行うべきだと考えていることが示された。

　表29から表37は，「審判の研修に関する設問（設問18～

26）」の回答である。χ2検定の結果，すべての設問の回

答に偏りがあった（設問18：χ2（4）＝16.936, p＜.01；設

問19：χ2（5）＝26.054, p＜.01；設問20：χ2（4）＝59.743, p

＜.01；設問21：χ2（4）＝53.773, p＜.01；設問22：χ2（1）

＝15.511, p＜.01；設問23：χ2（3）＝24.234, p＜.01；設問

24：χ2（4）＝13.319, p＜.05；設問25：χ2（4）＝16.085, p

＜.01；設問26：χ2（1）＝5.000, p＜.05）。対象者の多く

は，初段から審判法を学び始め，試合・審判規則を読む，

指導者から，伝達講習会に参加する等して審判法を学ん

でいる。多くの参加者が伝達講習会に参加し，今後も参

加したいと考えている。研修会の指導者については，日

対象者が多数であった。表 5は，対象者の「国籍」を表

している。χ2検定の結果，対象者の国籍の偏りは有意

であった（χ2（4）＝89.702, p＜.01）。表 5に見られるよ

うに，対象者の国籍はドイツが多数であった。表 6は，

対象者の「剣道経験年数」を表している。χ2検定の結果，

対象者の剣道経験年数の偏りは有意であった（χ2（4）＝

10.889, p＜.05）。表 6に見られるように，剣道経験年数

が11から15年に属する経験者が多かった。表 7は，対象

者の現在の段位を表している。χ2検定の結果，対象者

の現在の段位の偏りは有意であった（χ2（4）＝37.217, p

＜.01）。表 7に見られるように， 3段の対象者が多数で

あった。表 8は，対象者が「現在，剣道の指導をして

いるか」に回答した結果を表している。χ2検定の結果，

対象者の現在の指導の有無の偏りは有意であった（χ2

（4）＝21.106, p＜.01）。表 8に見られるように，現在指

導している対象者が多かった。表 9は，対象者の「審判

歴」を表している。χ2検定の結果，対象者の審判経験

年数の偏りは有意であった（χ2（4）＝24.182, p＜.01）。

表 9に見られるように， 3年以下の経験がある対象者が

多数であった。表11は，対象者の競技歴に関する回答結

果を表している。χ2検定の結果，対象者の競技歴の偏

りは有意であった（χ2（2）＝22.638, p＜.05）。表11に見

られるように，全ての回答者に試合経験があり，その中

では地域大会などで入賞の経験がある対象者が多数で

あった。

　一方，対象者の「審判実施回数（表10）」は，χ2検定

の結果，対象者の審判経験回数に偏りはみられなかった

（χ2（4）＝7.581, p＝.11）。

2．審判技術に関する意識について

　表12から表29は，対象者の「審判技術に関する意識」

について得られた回答結果を表したものである。

　表12と表13は，「剣道の目的に関する設問（設問 1・

2）」の回答である。χ2検定の結果，設問 1・ 2ともに

回答の偏りが有意であった（設問 1：χ2（3）＝97.596, p

＜.01；設問 2：χ2（4）＝26.936, p＜.01）。対象者には，

剣道が自己の成長を目指して行われるべきであり，他者

よりも優れることを目指して行われるべきではないと考

えている人が多いことが示された。

　表14から表16は，「競技会の目的に関する設問（設問

3 ～ 5）」である。χ2検定の結果，設問 3から 5ともに

回答の偏りが有意であった（設問 3：χ2（4）＝41.191, p

＜.01；設問 4：χ2（2）＝14.085, p＜.01；設問 5：χ2
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示された。

　表44は，「設問 1」と「設問15」の回答をクロス集計

したものである。χ2検定の結果，回答に偏りがあるこ

とが示された（χ2（3）＝16.469, p＜.05）。剣道は自己の

成長を目指して行われるべきという設問に非常にあては

まると回答した対象者の回答は，剣道審判には剣道の技

能に対する理解が必要であるという設問に非常にあては

まるとの回答に偏っていた。

　表45は，「設問 3」と「設問 4」の回答をクロス集計

したものである。χ2検定の結果，回答に偏りがあるこ

とが示された（χ2（8）＝21.263, p＜.01）。剣道には競技

会が必要だと回答した対象者の回答は，競技会は自己の

成長を確認するためにあるという回答に偏っていた。

　表46は，「設問 6」と「設問13」の回答をクロス集計

したものである。χ2検定の結果，回答に偏りがあるこ

とが示された（χ2（12）＝21.761, p＜.05）。競技会に審

判は必ず必要であるという設問に，あてはまらない，ど

ちらともいえないと回答した対象者は，審判に高位な段

位は必要ないと回答している。しかし，これらに回答し

た対象者は，それぞれ 1名であった。

　表47は，「設問 7」と「設問18」の回答をクロス集計

したものである。χ2検定の結果，回答に偏りがあるこ

とが示された（χ2（12）＝22.353, p＜.05）。競技会では

判定は正しくなければならないという設問に，あてはま

らないと回答した対象者は 5・ 6段，どちらともいえな

いと回答した対象者は 2段であった。しかし，それぞれ

1名， 2名と少数であった。

　表48は，「設問 8」と「設問11」の回答をクロス集計

したものである。χ2検定の結果，回答に偏りがあるこ

とが示された（χ2（12）＝21.657, p＜.05）。試合・審判

規則を持っていると回答した対象者の多くは，自信を

持って判定を下すことができると回答していた。

　表49は，「設問 9」と「設問10」の回答をクロス集計

したものである。χ2検定の結果，回答に偏りがあるこ

とが示された（χ2（4）＝23.857, p＜.05）。試合・審判規

則を持っている対象者の多くは判定に必要な要件を理解

し，持っていない対象者の多くは理解しているとはいえ

ないと回答している。

　表50は，「設問10」と「設問18」の回答をクロス集計

したものである。χ2検定の結果，回答に偏りがあるこ

とが示された（χ2（16）＝16.865, p＜.05）。審判法を 5

から 6段で学び始めた対象者の回答は，必要な要件を理

解しているという設問にどちらともいえないという回答

本人である必要はないが，国際的な活動をしている人が

どちらかといえば望ましいと考えている。

3． 2つの設問のクロス集計について

　表38から表60は， 2つの設問間の回答を表したもので

ある。誌面の関係から，本項では有意差のあったものの

みを示す。

　表38と表39は，対象者の「年齢」と「設問 2」，「設問

18」の回答をクロス集計したものである。χ2検定の結

果， 2つの集計に偏りがあった（年齢×設問 2：χ2（16）

＝32.706, p＜.01；年齢×設問18：χ2（16）＝31.685, p

＜.05）。年齢と剣道の目的に関する考えの関連について

は，対象者のうち，30・40歳代の回答が剣道は他者より

も優れることを目指して行われるべきではないという回

答に偏っていた。また，60歳以上では，他者よりも優れ

ることを目指して行うべきだと答えた対象者が 1名い

た。年齢と審判法を学び始めた時期との関連については，

40歳代以上において回答に偏りがみられ，40歳代では初

段から，50歳代では 3段から，60歳代以上では 4段以上

から審判法を学び始めた人が多いことが示された。

　表40と表41は，「審判歴」と「審判実施回数」，「設問

18」の回答をクロス集計したものである。χ2検定の結

果， 2つの集計に偏りがあった（審判歴×審判実施回

数：χ2（12）＝25.354, p＜.05；審判歴×設問18：χ2

（12）＝21.174, p＜.05）。審判歴と審判実施回数の関連

は，審判歴 3年以下と 4から 6年の対象者の回答に偏り

があり，審判歴 3年以下の対象者は実施回数が 5回以下，

4から 6年の対象者は21回以上の回答に偏っていた。ま

た，審判歴と審判法を学び始めた時期との関連について

は，審判歴が10年以上の対象者の多くが 4段の時に学び

始めたと回答している。

　表42と表43は，「現在の段位」と「審判歴」，「設問18」

の回答をクロス集計したものである。χ2検定の結果，

2つの集計に偏りがあった（現在の段位×審判歴：χ2

（15）＝30.238, p＜.05；現在の段位×設問18：χ2（20）

＝44.375, p＜.05）。現在の段位と審判歴の関連は，現在

の段位が 2段と 6段の対象者の回答に偏りがあり， 2段

の対象者は審判歴が 3年以下， 6段の対象者は審判歴が

10年以上の回答に偏っていた。また，現在の段位と審判

法を学び始めた時期との関連については，現在の段位が

5， 6段の対象者の回答に偏りがあり， 両段位ともに 4

段以上になってから審判法を学び始めた人が多いことが
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問21（伝達講習会に参加して）×設問20（学んだことが

ない）：χ2（1）＝3.979, p＜.05；設問21（試合の映像をみ

て）×設問19（伝達講習会に参加して）：χ2（1）＝4.226, 

p＜.05）。試合の映像を見て研修をつんだ対象者はつば

競り合いを難しいと感じ，伝達講習会で研修をつんだ対

象者はつば競り合いを難しくないと感じている。また，

研修の場は，伝達講習会に参加している対象者が多く，

伝達講習会に参加していない対象者は試合の映像を見て

研修しているものがいる。

　表60は，「設問22」と「設問 8」の回答をクロス集計

したものである。χ2検定の結果，回答に偏りがあるこ

とが示された（χ2（3）＝11.600, p＜.01）。伝達講習会に

参加したことがある対象者は，試合・審判規則を持って

いると回答している。

考　　察

1．剣道のとらえ方

　表38を見ると，剣道では，他者よりも優れることを目

指して行われるべきではないことを示している。特に偏

りの見られる30歳代，40歳代の年代において顕著に見ら

れている。表44では，剣道は，自己の成長を目指して行

われるべきであり，剣道の審判は，剣道の技能に対する

理解が必要であることを示している。このことは，剣道

では，自己の成長を目指して行われるべきであると同時

に，剣道の技能に対して理解している人が審判をするべ

きであるという考えを示しているものと思われる。剣道

は，稽古によって心身と技能を鍛え，自分自身の研鑽に

より人間としての成長を目指すものである。そのことを

明確に肯定しているものと思われる。このことは，剣

道の国際化に伴い，普及発展していく中で「剣道の理

念（剣道は剣の理法の修練による人間形成の道である）」

（全日本剣道連盟1995改正）が浸透しているものと思わ

れる。また，剣道は，有効打突を競うところに競技性が

生まれる。試合・審判規則第12条にあるように，「有効

打突は，充実した気勢，適正な姿勢を持って，竹刀の打

突部で打突部位を刃筋正しく打突し，残心あるものとす

る」（全日本剣道連盟1995改正）と規定している。この

有効打突を判断するためには，剣道の技能に対して理解

し習熟，鍛錬する事が必要であり，このことが正しい判

定の判断を瞬時に決断できるものと思われる。

に偏っていた。しかし， 1名の回答であった。

　表 51は，「設問11」と「設問18」の回答をクロス集計

したものである。χ2検定の結果，回答に偏りがあるこ

とが示された（χ2（16）＝28.411, p＜.05）。審判法を 5

から 6段で学び始めた対象者の回答は，自信を持って判

定を下すことができないという回答だった。しかし， 1

名の回答であった。

　表52から表54は，「設問13」，「設問14」，「設問16」の

「審判の段位」，「剣道技能」，「審判技能」に関する回答

をクロス集計したものである。χ2検定の結果， 3つの集

計に偏りがあった（設問13×設問14：χ2（12）＝28.426, p

＜.01；設問13×設問16：χ2（16）＝30.345, p＜.05；設問

14×設問16：χ2（12）＝36.214, p＜.01）。剣道審判におけ

る段位と剣道技能の関連は，高度な段位が必要と考える

対象者は高度な剣道技能が必要と考え，高度な段位が必

要ではないと考える対象者は高度な剣道技能がかならず

しも必要ではないと考えている。また，段位と審判技能

の関連についても，高度な段位が必要と考える対象者は

高度な審判技能が必要と考え，高度な段位が必要ではな

いと考える対象者は高度な審判技能が必ずしも必要では

ないと考えている。一方，剣道技能と審判技能の関連で

は，高度な剣道技能が必要と考える対象者は高度な審判

技能が必要と考えているが，高度な剣道技能は必ずしも

必要ではないと考える対象者の回答は高度な審判技能が

必ずしも必要ではないという回答に偏りはみられたが，

1， 2名の回答であった。

　表55は，「設問16」と「設問17」の回答をクロス集計

したものである。χ2検定の結果，回答に偏りがあるこ

とが示された（χ2（12）＝29.290, p＜.01）。高度な審判

技能が必要であるという設問に非常にあてはまると回答

した対象者は，審判には継続的な研修が必要と考えてい

る。また，高度な審判技能が必要であるという設問にあ

てはまると回答した対象者は審判の継続的な研修にはど

ちらともいえないと回答し，審判技能の必要性をどちら

ともいえないと回答した対象者は継続的な研修にあては

まると答えている。

　表56から表59は，「審判法の研修（設問21）」と「難し

いと感じる判定（設問19）」，審判法を学んだ場所（設問

20）に関する回答をクロス集計したものである。χ2検

定の結果，これらの回答に偏りがあることが示された

（設問21（映像を見て）×設問19（つば競り合い）：χ2  

（1）＝5.804, p＜.05；設問21（伝達講習会に参加して）

×設問19（つば競り合い）：χ2（1）＝6.688, p＜.05；設
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2．剣道の競技会について

　表45を見ると，剣道には，競技会が必要であり，競技

会は，自己の成長を確認するためにあることを示してい

る。剣道の試合は，真剣による斬り合いから，竹刀・防

具が考案され稽古法が変化した時代（江戸中期）以降，

打突の技術の優劣を競う試合に転換した。そして，明治

期に大日本武徳会により全国規模の試合の振興に伴い試

合方法が統一され，外来スポーツの到来により，ルール

の適正化がなされるようになった。試合形式も演武会形

式，対抗戦形式，優勝大会形式などが行われている。こ

のように，競技性を伴うことによって競技会が必要と

なってきた（福本2003p10-11）。そして，「剣道の理念」

（全日本剣道連盟1995改正）にあるように，人間形成を

目的に修練をするのであるが，競技会参加は，試合を行

う事であり，勝敗が決することである。この試合を行う

時，礼儀作法を正しく，姿勢態度を立派に行い，常に相

手を尊重し，フェアプレーの精神の基に勝負をすること

が重要である（日本武道学会剣道専門分科会編2009p87）

を。この競技性と伝統性を重んじるとき，勝って反省，

負けて感謝の自己成長確認出来るものと思われる。

3．競技会と審判について

　表46を見ると，競技会には，審判は必ず必要であると

考えている。半数以上が，剣道審判には，高位な段位が

必要であると考えているが，高位な段位が必ずしも必要

でないということが，少数であるが示されている。この

ことは，ドイツの場合，高位な段位者が審判として必ず

しも的確な判定を下していないことが考えられる。表 

47では，ほとんどの人が，競技会では，判定は正しくな

ければならないと考えている。特に初段時に剣道の審判

法を学び始めた人に判定は正しくなければならないと考

えている人が多い。しかし，少数であるが判定に対しど

ちらともいえないとあてはまらないと答えた人もいる。

このことは，剣道の審判は，正しく判定することが当然

のことと考えるが，試合経験や審判経験が浅く自信がな

い事を表し，瞬時の判定には間違いもあることを示して

いるものと思われる。しかし，何らかの形で規則を勉強

し，規則の意義を理解しているからこそ，自信を持って

判定を下しているものと思われ，試合・審判規則を理解

している人は，特に第12条の「有効打突は，充実した気

勢，適正な姿勢を持って，竹刀の打突部で打突部位を刃

筋正しく打突し，残心あるものとする」（全日本剣道連

盟1995改正）という競技性と伝統性をふまえた条文を理

解しているものと思われる。表50では， 5・ 6段時に剣

道の審判法を学び始めたが，判定に必要な要件の理解が

どちらともいえない人がいることを示している。表 51

では，審判法を学び始めた時期を違ってもほとんどの人

が，判定に必要な要件を理解しているが， 5・ 6段時に

剣道の審判法を学び始めたが，自信を持って判定を下す

ことができない人がいることを示している。このことは，

5・ 6段時に学び始めても，審判経験が少なく，自信を

持って判定を下すところまでは到達していないと思われ

る。これらのことより，通常，審判員は，正しい剣道の

修行を積んだ人が携われるものであり，試合者のために

正しい判定を下さなければならず，毅然たる態度で意思

表示することは正しい見極めが必要となってくる（福本

2003p18）。このことは，試合・審判規則を何度も熟読

する事は勿論のこと，審判法の研修会等に参加して研鑽

することと審判経験を積むことが重要だと思われる。

4．剣道の技能と審判の技能について

　表52を見ると，剣道の審判には，多数の人が高位な段

位が必要であり，剣道の高度な技能が必要である事を示

しているが，一方，剣道の審判には，高位な段位が必要

でなく，剣道の高度な技能を持つ必要がないとの考えも

示されている。表53では，剣道審判には，多数の人が高

位な段位が必要であり，審判としての高度な技能が必要

である事を示しているが，両方ともにあてはまらない人

もいる事も示している。このことは，多数の人が，剣道

の伝統性と競技性を理解しているが，剣道の高度な技能

や審判としての高度な技能が必要ないと考えている人は

競技性だけに重きを置いているのではないかと思われ

る。

　表54では，剣道審判には，ほとんどの人が，剣道の高

度な技能を持つ必要があり，審判としての高度な技能が

必要である事を示している。しかし，両方ともにあては

まらない人もいる事も示している。このことは，剣道の

高度な技能を持ち，審判としての高度な技能を身に着け

るということは，試合者の技能や所作等を客観的に判断

する事である。その中で，剣道特有の伝統性と競技性を

適宜に判断できるものと思われる。

　表55では，剣道審判には，審判としての高度な技能が

必要であり継続的な研鑽をした者が行うべきである事を

示している。このことは，正しい剣道の修練を積むこと

を心掛け，常に正しい判断ができるように審判として，

継続的に研鑽を行うべきであり，審判として高度な技術
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を身に着けていくことが必要であると思われる。これら

のことより，「試合・審判規則」第一条に「剣の理法を

全うしつつ，公明正大に試合をし，適正公平に審判する

ことを目的とする」と明記してある。この意義を理解

し，審判を行うにあたり，剣道の理念を基に伝統性と競

技制のバランスを保つことが必要であると思われる。そ

して，有効打突の定義は，第十二条「有効打突は，充実

した気勢，適正な姿勢を持って，竹刀の打突部で打突部

位を刃筋正しく打突し，残心あるものとする」と競技性

よりも伝統性に重きをなしている（福本2003p12－13）。

今回，剣道の高度な技能を取得し，審判としての技能を

継続的に研鑽した者が審判を行う方が好ましいという結

果を得られたことは，正しい剣道を修練し，審判として

正しい判断が下せる人が審判として相応しいと考えてい

るものと思われる。

5．審判法を学び始めた時期と審判歴

　表39を見ると，審判法を学び始めたのは，多くの人が

初段時からであるが，年齢50歳代は 3段時に，60歳以上

は 4段時と 5・ 6段時に特徴が見られる。表41では，審

判歴10年以上の剣道の審判法を学び始めた 4段時に特徴

が見られる。このことは，年齢50歳代，60歳以上と審判

歴10年以上の特徴は，剣道経験が長い人であると思わ

れ，彼らの剣道開始時期は剣道人口も少なく，競技会も

少ない。故に，審判法を学び始めた時期が遅くなったも

のと思われる。

　表40では，審判歴 3年以下の審判実施回数 5回以下と

審判歴 4－ 6年の審判実施回数21回以上に特徴が見られ

る。このことは，審判歴に関わらず競技会に参加してい

る人が，審判員を務めているものと思われる。表42で

は，現在の段位 2段の審判歴 3年以下の特徴は，審判法

を学び始めた時期と 2段昇段時期が同時期であると思わ

れる。現在の段位 6段の審判歴10年以上は，剣道経験の

長さと共に審判歴の長さが表れているものと思われる。

　表43では，現在の段位 5段， 6段で剣道の審判法を学

び始めた 4段， 5・ 6段に特徴が見られる。これらのこ

とより，年齢50歳代，60歳以上，審判歴10年以上，現在

の段位 5段， 6段の人達は，審判を学び始めた時期が比

較的遅く，年齢40歳代以下や審判歴が浅く段位が低い人

たちは，審判を始めた時期が比較的早いと思われる。現

在，日本の大会では，インターハイ男子の審判は 7段以

上，女子の審判は 5段以上，中体連の審判は 5段以上，

少年大会・中体連地区大会は 3， 4段以上ということで

運営されている（福本2003p102）。日本の場合は，有段

者の数が多く一定の段位以上で審判法を学び，審判員と

して大会運営に参加しているものと思われる。しかし，

ドイツの場合は，草創期には試合数が少なく，日本の指

導者を含め少ない人数で審判を行っていたものと思わ

れ，近年は，剣道人口の増加と地域の大会の増加により，

低段位の頃から審判法を学び始め大会の運営を行ってい

るものと思われる。また，当然のことながら，剣道経験

の長さと共に審判歴の長さが比例しているように思われ

る。

6．審判法の習得と判定

　表56を見ると，試合の映像をみて研修した人は，つば

競り合いの判定が難しいと考えているが，試合の映像を

みて研修してない人の半数以上が，つば競り合いの判定

は難しくないと考えている。表59では，試合の映像を見

て審判法を学んでいる人より，伝達講習に参加して審判

法を学んでいる人が多い。このことは，映像だけで研修

してもつば競り合いの判定は難しいものと思われ，映像

で学ぶより伝達講習に参加して実際に疑似実践を行い学

んでいる人が多いことが窺える。表57では，伝達講習に

参加して研修を受けた人の半数以上は，つば競り合いの

判定は難しくないと考えている。また，伝達講習に参加

していない人の中では，半数以上が，つば競り合いの判

定が難しいと考えている。このことは，伝達講習会が有

効打突の判定の基準や反則，所作事など疑似実践をする

事ができ役立っているものと思われる。表58では，ほと

んどの人が，伝達講習に参加して審判法を学んでいる。

このことは，ドイツでの伝達講習会がうまく機能してい

ると思われる。表50では，審判法の伝達講習会に参加し

たことがある人のほとんどが，試合・審判規則を持って

いる。このことは，審判法の伝達講習会時に配布され所

持しているものと思われる。これらのことより，剣道の

審判を行う事は簡単なことではない。剣道の試合は，「剣

道試合・審判規則」，「剣道試合・審判細則」，「剣道試

合・審判運営要領」により運営されている（日本武道学

会剣道専門分科会2009p86）。このルールは，明治期以

降，競技性と伝統性の融合によりつくられてきた経緯を

持っている。これらの条文を理解し実践するのは大変に

難しいといえる。例えば，「有効打突は，充実した気勢，

適正な姿勢を持って，竹刀の打突部で打突部位を刃筋正

しく打突し，残心あるものとする」という文言は，読む

だけではなかなか理解することは難しい。こういう条項
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付　　記

　本研究は，平成27年度大学特別研究期間制度適用者に

対する特別研究費補助を受けた研究の一部である。
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植原吉朗，神庭直子（2014）．剣道の国際的普及に関する意識調
査の，因子分析による項目精査の試み．國學院大學人間開
発学研究，5，135‒145

福本修二（2003）．0からわかる剣道審判法．体育とスポーツ出
版社，9 ‒24

日本武道学会剣道専門分科会編（2009）．剣道を知る事典，東京
堂出版

全日本剣道連盟（1995改正）．「剣道試合・審判規則」「剣道試
合・審判細則」「剣道試合・審判運営要領」

剣道日本（2015）．剣道世界一への戦い，スキージャーナル株式
会社

日本武道館（2015）．武道 7月号，公益財団法人　日本武道館

（受付：2016年 8月 2日，受理：2016年10月22日）

や文言を理解した上で審判の任に当たらなければならい

（日本武道学会剣道専門分科会2009p88-89）。今回の結

果から，多くの人が伝達講習会に参加して審判法を学ん

でおり，伝達講習会に参加している人は，つば競り合い

の判定も難しくないと考えている。伝達講習会に参加す

ることにより，試合の運営，有効打突の判定の基準や反

則，所作事など疑似実践する事が重要である。これらの

ことより，審判法を学ぶ上で，伝達講習会に参加するこ

とは審判技術向上に大いに役立っていると思われる。

まとめ

　本研究は，外国人指導者の審判技術に関する意識調査

を行った。なかでも対象者が審判をするにあたり，どの

ような指導を受け自身がどのような考えを持っているの

か，特徴を見るためにカイ二乗検定を行い分析，検討を

加えた。

　その結果は，次の通りであった。

7． 剣道では，自己の成長を目指して行われるべきと同

時に，剣道の技能に対して理解している人が審判を

するべきであるという考え方が示された。

8． 剣道には，競技会が必要であり，競技会は，自己の

成長を確認するためにある事が示された。

9． 競技会には，審判は必ず必要であり，判定は正しく

なければならない事が示された。また，試合・審判

規則を持っている人の多くは，自信を持って判定を

下す事ができ，試合・審判規則を理解している人は，

判定に必要な要件を理解している事が示された。

10． 剣道の審判には，多数の人が高位な段位が必要であ

り，剣道の高度な技能が必要である事が示された。

加えて，審判としての高度な技能が必要である事と，

継続的な研鑽をした者が行うべきである事が示され

た。

11． 近年は，ドイツにおける剣道人口の増加と地域の大

会の増加により，審判員の必要性から低段位の頃か

ら審判法を学び始めている事が示された。また，剣

道経験の長さと共に審判歴の長さが比例しているよ

うに思われる。

12． 審判法は，伝達講習会に参加して学んでいる人が多

く，審判技術向上に大いに役立っていると思われ

る。しかし，試合の運営，有効打突の判定の基準や

反則，所作事など疑似実践と実際の試合での審判経

験を積む事が重要であると思われる。
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表 1 本調査で使用した調査紙（日本語版） 
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表 2 本調査で使用した調査紙（ドイツ語版） 
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表 8　対象者の指導経験
現在，剣道の指導をしている 度　数 残　差
は　い 25 9.3
いいえ 21 5.3
その他 1 -14.7
合　計 47

表 9　対象者の審判歴
審判歴（年） 度　数 残　差
3年以下 24 13

4～ 6年 11 0

7～ 9年 2 -9
10年以上 7 -4
合　計 44

表10　対象者の審判実施回数
審判実施回数 度　数 残　差
5回以下 12 3.4
6～10回 13 4.4
11～15回 4 -4.6
16～20回 5 -3.6
21回以上 9 0.4
合　計 43

表11　対象者の競技歴
競技歴 度　数 残　差
試合をしたことがある 9 -6.7
地域大会などで入賞の経験がある 31 15.3
国の代表として国際大会の経験が
ある 7 -8.7

合　計 47

表12　 設問 1「剣道は，自己の成長を目指して行われる
べきだ」の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 1 -8.4
あてはまらない 1 -8.4
どちらともいえない 0 -9.4
あてはまる 4 -5.4
非常にあてはまる 41 31.6
合　計 47

表 3　対象者の年齢
年　齢 度　数 残　差
29歳以下 7 -2.4
30～39歳 17 7.6
40～49歳 9 -0.4
50～59歳 10 0.6
60歳以上 4 -5.4
合　計 47

表 4　対象者の性別
性　別 度　数 残　差
男 38 14.5
女 9 -14.5
合　計 47

表 5　対象者の国籍
国　籍 度　数 残　差
ドイツ 35 25.6
オーストリア 3 -6.4
スペイン 1 -8.4
日　本 7 -2.4
台　湾 1 -8.4
合　計 47

表 6　対象者の経験年数
剣道経験年数 度　数 残　差
10年以下 10 1

11～15年 17 8

16～20年 7 -2
21～25年 4 -5
26年以上 7 -2
合　計 45

表 7　対象者の段位
現在の段位 度　数 残　差
1 2 -5.7
2 9 1.3
3 22 14.3
4 7 -0.7
5 4 -3.7
6 2 -5.7
合　計 46
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表17　 設問 6「競技会には，審判は必ず必要である」の
回答

　 度　数 残　差
どちらともいえない 0 -9.4
あてはまらない 1 -8.4
どちらともいえない 2 -7.4
あてはまる 10 0.6
非常にあてはまる 34 24.6
合　計 47

表18　 設問 7「競技会では，判定は正しくなければなら
ない」の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 0 -9.4
あてはまらない 2 -7.4
どちらともいえない 3 -6.4
あてはまる 12 2.6
非常にあてはまる 30 20.6
合　計 47

表19　設問 8「試合・審判規則を持っている」の回答
　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 10 0.6
あてはまらない 1 -8.4
どちらともいえない 2 -7.4
あてはまる 0 -9.4
非常にあてはまる 34 24.6
合　計 47

表20　設問 9「試合・審判規則を理解している」の回答
　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 0 -9.4
あてはまらない 0 -9.4
どちらともいえない 5 -4.4
あてはまる 17 7.6
非常にあてはまる 25 15.6
合　計 47

表13　 設問 2「剣道では，他者よりも優れることを目指
して行われるべきだ」の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 22 12.6
あてはまらない 11 1.6
どちらともいえない 8 -1.4
あてはまる 5 -4.4
非常にあてはまる 1 -8.4
合　計 47

表14　設問 3「剣道には，競技会が必要だ」の回答
　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 1 -8.4
あてはまらない 1 -8.4
どちらともいえない 5 -4.4
あてはまる 21 11.6
非常にあてはまる 19 9.6
合　計 47

表15　 設問 4「競技会は，自己の成長を確認するために
ある」の回答

　 度　数 残　差
どちらともいえない 5 -4.4
あてはまらない 0 -9.4
どちらともいえない 0 -9.4
あてはまる 16 6.6
非常にあてはまる 26 16.6
合　計 47

表16　 設問 5「競技会は，他者との優劣を比べるために
ある」の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 3 -6.4
あてはまらない 7 -2.4
どちらともいえない 4 -5.4
あてはまる 15 5.6
非常にあてはまる 18 8.6
合　計 47
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表25　 設問14「剣道審判には，剣道の高度な技能を持つ
必要がある」の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 0 -9.4
あてはまらない 7 -2.4
どちらともいえない 11 1.6
あてはまる 16 6.6
非常にあてはまる 13 3.6
合　計 47

表26　 設問15「剣道審判は，剣道の高度な技能に対する
理解が必要である」の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 0 -9.4
あてはまらない 0 -9.4
どちらともいえない 0 -9.4
あてはまる 5 -4.4
非常にあてはまる 42 32.6
合　計 47

表27　 設問16「剣道審判には，審判として高度な技能が
必要である」の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 1 -8.4
あてはまらない 3 -6.4
どちらともいえない 8 -1.4
あてはまる 17 7.6
非常にあてはまる 18 8.6
合　計 47

表28　 設問17「剣道審判は，継続的な研鑽をした者が行
うべきである」の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 0 -9
あてはまらない 1 -8
どちらともいえない 6 -3
あてはまる 17 8

非常にあてはまる 21 12

合　計 45

表21　 設問10「判定に必要な要件を理解している」の回答
　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 0 -9.4
あてはまらない 0 -9.4
どちらともいえない 3 -6.4
あてはまる 17 7.6
非常にあてはまる 27 17.6
合　計 47

表22　 設問11「自信を持って判定を下すことができる」
の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 2 -7.4
あてはまらない 4 -5.4
どちらともいえない 15 5.6
あてはまる 15 5.6
非常にあてはまる 11 1.6
合　計 47

表23　 設問12「判定を補助するシステムが必要だと考え
る」の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 21 11.6
あてはまらない 9 -0.4
どちらともいえない 7 -2.4
あてはまる 6 -3.4
非常にあてはまる 4 -5.4
合　計 47

表24　 設問13「剣道審判には，高位な段位が必要である」
の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 4 -5.4
あてはまらない 3 -6.4
どちらともいえない 16 6.6
あてはまる 16 6.6
非常にあてはまる 8 -1.4
合　計 47



－36－

表33　 設問22「審判法の伝達講習会に参加したことがあ
る」の回答

度　数 残　差
は　い 37 13.5
いいえ 10 -13.5
合　計 47

表34　 設問23「研修会が開催されるのであれば，参加し
たい」の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない
あてはまらない 2 -9.8
どちらともいえない 8 -3.8
あてはまる 12 0.3
非常にあてはまる 25 13.3
合　計 47

表35　 設問24「研修会の指導者は，日本人がよい」の回答
　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 3 -6.4
あてはまらない 7 -2.4
どちらともいえない 18 8.6
あてはまる 11 1.6
非常にあてはまる 8 -1.4
合　計 47

表36　 設問25「研修会の指導者は，国際的に活動してい
る人がよい」の回答

　 度　数 残　差
まったくあてはまらない 4 -5.4
あてはまらない 3 -6.4
どちらともいえない 18 8.6
あてはまる 12 2.6
非常にあてはまる 10 0.6
合　計 47

表37　 設問26「日本で行われた剣道の試合を見たことが
ありますか？」の回答

度　数 残　差
は　い 30 7.5
いいえ 15 -7.5
合　計 47

表29　 設問18「剣道の審判法を学び始めたのはいつです
か？」の回答

段　位 度　数 残　差
1 31 22

2 7 -2
3 2 -7
4 3 -6
5 or 6 2 -7
合　計 45

表30　 設問19「剣道の主審をしている際，難しいと感じ
る判定はどれですか？（複数回答可）」の回答

判　定 度　数 残　差
有効打突 19 6.7
宣　告 4 -8.3
反　則（つば競り合い） 14 1.7
反　則（場外） 7 -5.3
反　則（時間の空費） 24 11.7
反　則（弦の向き） 6 -6.3
合　計 74

表31　 設問20「剣道の審判法をどこで学びましたか？
（複数回答可）」の回答

度　数 残　差
学んだことがない 1 -19.2
試合の映像を見て 2 -18.2
試合・審判規則を読んで 28 7.8
指導者から 33 12.8
伝達講習会に参加して 37 16.8
合　計 101

表32　 設問21「剣道の審判法を学ぶためにどのような研
修をうけているか？（複数回答可）」の回答

度　数 残　差
研修していない 1 -18.4
試合の映像を見て 3 -16.4
試合・審判規則を読んで 27 7.6
指導者から 31 11.6
伝達講習会に参加して 35 15.6
合　計 97
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表38　「年齢」と設問 2「剣道では，他者よりも優れることを目指して行われるべきだ」のクロス集計
年　齢 合　計

-29 30-39 40-49 50-59 60-
2．剣道では，他者よ
りも優れることを目指
して行われるべきだ

まったくあてはまらない 度数 2 6 7 7 0 22

残差 -1 -1.2 2.1 1.7 -2
あてはまらない 度数 1 8 1 1 0 11

残差 -0.6 2.9 -1 -1.1 -1.2
どちらともいえない 度数 2 1 1 2 2 8

残差 0.9 -1.5 -0.5 0.3 1.8
あてはまる 度数 2 2 0 0 1 5

残差 1.7 0.2 -1.2 -1.2 1

非常にあてはまる 度数 0 0 0 0 1 1

残差 -0.4 -0.8 -0.5 -0.5 3.3
合　計 度数 7 17 9 10 4 47

表39　「年齢」と設問18「剣道の審判法を学び始めたのはいつですか？」のクロス集計
年齢 合　計

-29 30-39 40-49 50-59 60-
18．剣道の審判法を学
び始めたのはいつです
か？（段位）

1 度数 5 11 9 5 1 31

残差 0.8 0 2.3 -1.5 -2
2 度数 1 4 0 2 0 7

残差 0.1 1.3 -1.4 0.4 -0.9
3 度数 0 0 0 2 0 2

残差 -0.6 -1.1 -0.7 2.7 -0.5
4 度数 0 0 0 1 2 3

残差 -0.7 -1.3 -0.9 0.5 3.6
5 or 6 度数 0 1 0 0 1 2

残差 -0.6 0.4 -0.7 -0.8 2.1
合　計 度数 6 16 9 10 4 45

表40　「審判歴」と「審判実施回数」のクロス集計
審判歴 合　計

-3 4-6 6-9 10-
審判実施回数 -5 度数 10 0 0 1 11

残差 2.6 -2 -0.9 -0.8
6-10 度数 10 3 0 0 13

残差 1.7 0.2 -1 -1.9
11-15 度数 2 0 1 1 4

残差 -0.3 -1.1 2 0.5
16-20 度数 1 2 0 2 5

残差 -1.8 1.1 -0.5 1.5
21- 度数 1 4 1 3 9

残差 -3.1 1.9 1 1.5
合　計 度数 24 9 2 7 42
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表41　「審判歴」と設問18「剣道の審判法を学び始めたのはいつですか？」のクロス集計
審判歴 合　計

-3 4-6 6-9 10-
18．剣道の審判法を学
び始めたのはいつです
か？

1段 度数 16 8 2 3 29

残差 0.5 0.3 1 -1.6
2段 度数 4 3 0 0 7

残差 0.3 1.1 -0.6 -1.3
3段 度数 1 0 0 1 2

残差 -0.1 -0.9 -0.3 1.3
4段 度数 0 0 0 3 3

残差 -1.9 -1.1 -0.4 4

5 or 6段 度数 1 0 0 0 1

残差 1 -0.6 -0.2 -0.5
合　計 度数 22 11 2 7 42

表42　「現在の段位」と「審判歴」のクロス集計
現在の段位 合　計

1 2 3 4 5 6

審判歴 3回以下 度数 1 8 11 1 2 0 23

残差 0.9 2.9 -0.5 -1.9 -0.1 -1.6
4 - 6回 度数 0 0 8 3 0 0 11

残差 -0.6 -1.8 1.7 1.5 -1.2 -0.8
7 - 9回 度数 0 0 2 0 0 0 2

残差 -0.2 -0.7 1.4 -0.6 -0.5 -0.3
10回以上 度数 0 0 1 2 2 2 7

残差 -0.4 -1.4 -2.1 1.2 1.9 3.3
合　計 度数 1 8 22 6 4 2 43

表43　「現在の段位」と設問18「剣道の審判法を学び始めたのはいつですか？」のクロス集計
現在の段位 合　計

1 2 3 4 5 6

18．剣道の審判法を学
び始めたのはいつです
か？

1段 度数 2 7 17 4 1 0 31

残差 1 1.3 1.2 -0.7 -2 -2.2
2段 度数 0 1 4 1 1 0 7

残差 -0.6 -0.3 0.5 -0.1 0.5 -0.6
3段 度数 0 0 1 1 0 0 2

残差 -0.3 -0.7 0 1.4 -0.5 -0.3
4段 度数 0 0 0 0 1 2 3

残差 -0.4 -0.8 -1.8 -0.8 1.5 5.4
5 or 6段以上 度数 0 0 0 1 1 0 2

残差 -0.3 -0.7 -1.4 1.4 2.1 -0.3
合　計 度数 2 8 22 7 4 2 45
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表44　 設問 1「剣道は，自己の成長を目指して行われるべきだ」と設問15「剣道審判は，剣道の技能に対する理解が必
要である」のクロス集計

1．剣道は，自己の成長を目指して行われるべきだ 合　計
まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

15．剣道審判は ,
剣道の技能に対す
る理解が必要であ
る

まったくあて
はまらない

度数
残差

あてはまら
ない

度数
残差

どちらとも
いえない

度数
残差

あてはまる 度数 1 0 2 2 5

残差 2.9 -0.3 2.7 -3.3
非常にあて
はまる

度数 0 1 2 39 42

残差 -2.9 0.3 -2.7 3.3
合　計 度数 1 1 4 41 47

表45　設問 3「剣道には，競技会が必要だ」と設問 4「競技会は，自己の成長を確認するためにある」のクロス集計
3．剣道には，競技会が必要だ 合　計

まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

4．競技会は，自
己の成長を確認す
るためにある

まったくあて
はまらない

度数
残差

あてはまら
ない

度数
残差

どちらとも
いえない

度数 0 0 2 3 0 5

残差 -0.3 -0.3 2.3 0.7 -1.9
あてはまる 度数 1 0 2 11 2 16

残差 1.4 -0.7 0.3 2.4 -2.8
非常にあて
はまる

度数 0 1 1 7 17 26

残差 -1.1 0.9 -1.7 -2.7 3.9
合　計 度数 1 1 5 21 19 47

表46　 設問 6「競技会には，審判は必ず必要である」と設問13「剣道審判には，高位な段位が必要である」のクロス集計
6．競技会には，審判は必ず必要である 合　計

まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

13．剣道審判には，
高位な段位が必要
である

まったくあて
はまらない

度数 1 1 0 2 4

残差 3.3 2.1 -1.1 -1
あてはまら
ない

度数 0 0 1 2 3

残差 -0.3 -0.4 0.5 -0.2
どちらとも
いえない

度数 0 0 4 12 16

残差 -0.7 -1 0.4 0.3
あてはまる 度数 0 0 5 11 16

残差 -0.7 -1 1.2 -0.4
非常にあて
はまる

度数 0 1 0 7 8

残差 -0.5 1.3 -1.6 1.1
合　計 度数 1 2 10 34 47
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表47　 設問 7「競技会では，判定は正しくなければならない」と設問18「剣道の審判法を学び始めたのはいつですか？」
のクロス集計

7．競技会では，判定は正しくなければならない 合　計
まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

18．剣道の審判法
を学び始めたのは
いつですか？

1段 度数 0 1 8 22 31

残差 -2.2 -1.4 0.3 1.4
2段 度数 1 2 1 3 7

残差 1.4 2.5 -0.7 -1.3
3段 度数 0 0 0 2 2

残差 -0.3 -0.4 -0.8 1.1
4段 度数 0 0 1 2 3

残差 -0.4 -0.5 0.4 0.1
5段以上 度数 1 0 1 0 2

残差 3.2 -0.4 0.9 -1.9
合　計 度数 2 3 11 29 45

表48　設問 8「試合・審判規則を持っている」と設問11「自信を持って判定を下すことができる」のクロス集計
8 .　試合・審判規則をもっている 合　計

まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

11．自信を持って
判定を下すことが
できる

まったくあて
はまらない

度数 1 0 1 0 2

残差 1 -0.2 3.3 -2.3
あてはまら
ない

度数 2 0 0 2 4

残差 1.5 -0.3 -0.4 -1
どちらとも
いえない

度数 4 1 1 9 15

残差 0.6 1.5 0.6 -1.3
あてはまる 度数 3 0 0 12 15

残差 -0.1 -0.7 -1 0.8
非常にあて
はまる

度数 0 0 0 11 11

残差 -2 -0.6 -0.8 2.3
合　計 度数 10 1 2 34 47

表49　設問 9「試合・審判規則を理解している」と設問10「判定に必要な要件を理解している」のクロス集計
9．試合・審判規則を理解している 合　計

まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

10．判定に必要な
要件を理解してい
る

まったくあて
はまらない

度数
残差

あてはまら
ない

度数
残差

どちらとも
いえない

度数 2 1 0 3

残差 3.3 -0.1 -1.9
あてはまる 度数 3 10 4 17

残差 1.2 2.4 -3.1
非常にあて
はまる

度数 0 6 21 27

残差 -2.7 -2.3 3.9
合　計 度数 5 17 25 47
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表50　 設問10「判定に必要な要件を理解している」と設問18「剣道の審判法を学び始めたのはいつですか？」のクロス
集計

10．判定に必要な要件を理解している 合　計
まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

18．剣道の審判法
を学び始めたのは
いつですか？

1 度数 1 12 18 31

残差 -0.6 0.2 0.1
2 度数 0 2 5 7

残差 -0.6 -0.5 0.8
3 度数 0 2 0 2

残差 -0.3 1.9 -1.7
4 度数 0 0 3 3

残差 -0.4 -1.4 1.5
5 or 6 度数 1 1 0 2

残差 3.2 0.4 -1.7
合　計 度数 2 17 26 45

表51　 設問11「自信を持って判定を下すことができる」と設問18「剣道の審判法を学び始めたのはいつですか？」のク
ロス集計

11．自信を持って判定を下すことができる 合　計
まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

18．剣道の審判法
を学び始めたのは
いつですか？

1 度数 0 3 10 11 7 31

残差 -1.5 0.3 0.2 0.5 -0.4
2 度数 0 1 3 2 1 7

残差 -0.4 0.5 0.7 -0.3 -0.7
3 度数 0 0 1 0 1 2

残差 -0.2 -0.5 0.6 -1 0.9
4 度数 0 0 0 2 1 3

残差 -0.3 -0.6 -1.2 1.3 0.4
5 or 6 度数 1 0 0 0 1 2

残差 4.7 -0.5 -1 -1 0.9
合　計 度数 1 4 14 15 11 45

表52　 設問13「剣道審判には，高位な段位が必要である」と設問14「剣道審判には，剣道の高度な技能を持つ必要がある」
のクロス集計

13．剣道審判には，高位な段位が必要である 合　計
まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

14．剣道審判には，
剣道の高度な技能
を持つ必要がある

まったくあて
はまらない

度数
残差

あてはまら
ない

度数 2 0 2 3 0 7

残差 2.1 -0.7 -0.3 0.5 -1.3
どちらとも
いえない

度数 0 2 7 2 0 11

残差 -1.2 1.8 2.4 -1.3 -1.7
あてはまる 度数 1 1 5 8 1 16

残差 -0.4 0 -0.3 1.7 -1.4
非常にあて
はまる

度数 1 0 2 3 7 13

残差 -0.1 -1.1 -1.7 -1 4.2
合　計 度数 4 3 16 16 8 47
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表53　 設問13「剣道審判には，高位な段位が必要である」と設問16「剣道審判には，審判としての高度な技能が必要で
ある」のクロス集計

13．剣道審判には，高位な段位が必要である 合　計
まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

16．剣道審判には，
審判としての高度
な技能が必要であ
る

まったくあて
はまらない

度数 1 0 0 0 0 1

残差 3.3 -0.3 -0.7 -0.7 -0.5
あてはまら
ない

度数 0 1 1 1 0 3

残差 -0.5 2 0 0 -0.8
どちらとも
いえない

度数 0 2 4 2 0 8

残差 -0.9 2.4 1 -0.6 -1.4
あてはまる 度数 1 0 5 9 2 17

残差 -0.5 -1.3 -0.5 2.1 -0.7
非常にあて
はまる

度数 2 0 6 4 6 18

残差 0.5 -1.4 -0.1 -1.3 2.3
合　計 度数 4 3 16 16 8 47

表54　 設問14「剣道審判には，剣道の高度な技能を持つ必要がある」と設問16「剣道審判には，審判としての高度な技
能が必要である」のクロス集計

14．剣道審判には，剣道の高度な技能を持つ必要がある 合　計
まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

16．剣道審判には，
審判としての高度
な技能が必要であ
る

まったくあて
はまらない

度数 1 0 0 0 1

残差 2.4 -0.6 -0.7 -0.6
あてはまら
ない

度数 2 0 1 0 3

残差 2.6 -1 0 -1.1
どちらとも
いえない

度数 0 6 2 0 8

残差 -1.3 3.8 -0.6 -1.9
あてはまる 度数 4 3 7 3 17

残差 1.3 -0.7 0.8 -1.2
非常にあて
はまる

度数 0 2 6 10 18

残差 -2.3 -1.6 -0.1 3.4
合　計 度数 7 11 16 13 47

表55　 設問16「剣道審判には，審判としての高度な技能が必要である」と設問17「剣道審判は，継続的な研鑽をした者
が行うべきである」のクロス集計

16．剣道審判には，審判としての高度な技能が必要である 合　計
まったくあて
はまらない

あてはまら
ない

どちらとも
いえない

あてはまる 非常にあて
はまる

17．剣道審判は，
継続的な研鑽をし
た者が行うべきで
ある

まったくあて
はまらない

度数
残差

あてはまら
ない

度数 0 1 0 0 0 1

残差 -0.2 3.8 -0.5 -0.8 -0.8
どちらとも
いえない

度数 0 0 1 5 0 6

残差 -0.4 -0.7 -0.1 2.5 -2
あてはまる 度数 1 1 6 4 5 17

残差 1.3 -0.2 2.4 -1.5 -0.7
非常にあて
はまる

度数 0 1 1 8 11 21

残差 -0.9 -0.5 -2.1 0 2.2
合　計 度数 1 3 8 17 16 45
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表56　 設問21「審判法を学ぶためにどのような研修を受
けているか？」と設問19「剣道の主審を担当して
いる際，難しいと感じる判定はどれですか？」の
クロス集計

21．試合の映
像を見て

合　計

はい いいえ
19．つば
競り合い

はい 度数 3 11 14

残差 2.4 -2.4
いいえ 度数 0 25 25

残差 -2.4 2.4
合　計 度数 3 36 39

表57　 設問21「審判法を学ぶためにどのような研修を受
けているか？」と設問19「剣道の主審を担当して
いる際，難しいと感じる判定はどれですか？」の
クロス集計

21．伝達講習
に参加して

合　計

はい いいえ
19．つば
競り合い

はい 度数 8 6 14

残差 -2.6 2.6
いいえ 度数 23 2 25

残差 2.6 -2.6
合　計 度数 31 8 39

表58　 設問21「審判法を学ぶためにどのような研修を受
けているか？」と設問20「剣道の審判法をどこで
学びましたか？」のクロス集計

21．伝達講習
に参加して

合　計

いいえ はい
20．学ん
だことが
ない

いいえ 度数 8 35 43

残差 -2 2

はい 度数 1 0 1

残差 2 -2
合　計 度数 9 35 44

表59　 設問21「審判法を学ぶためにどのような研修を受
けているか？」と設問20「剣道の審判法をどこで
学びましたか？」のクロス集計

21．試合の映
像を見て

合　計

いいえ はい
20．伝達
講習に参
加して

いいえ 度数 7 2 9

残差 -2.1 2.1
はい 度数 34 1 35

残差 2.1 -2.1
合　計 度数 41 3 44

表60　 設問22「審判法の伝達講習会に参加したことがある」と設問 8「試
合・審判規則を持っている」のクロス集計

22．審判法の伝達
講習会に参加した
ことがある

合　計

はい いいえ
8．試合・審
判規則をもっ
ている

まったくあて
はまらない

度数 6 4 10

残差 -1 .6 1.6
あてはまらな
い

度数 1 0 1

残差 0.5 -0 .5
どちらともい
えない

度数 0 2 2

残差 -2 .8 2.8
あてはまる 度数

残差
非常にあては
まる

度数 30 4 34

残差 2.6 -2 .6
合　計 度数 37 10 47


